
港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱  

平成20年12月19日  
20港環計算1641号  

〔目的1  

第1条 この要綱は、港区耐震改修促進計画に基づき、区内に存する民間建築   

物の所有者等が当該建築物の耐棄改修の計画・設計及び耐震改修工事（以下   

これらを「耐震改修工事等」という。〕を実施するに当たり、それに要する費   

用の一部について建集物耐庫改修工事等助成金（以下「助成金」という。〕を   

交付することにより、耐震化を促進L、地震に対する建築物の安全性の向上   

を図り、もって災害に強い街づくりを目指すことを目的とす盲。  

（用語の定義〕  

第2条 こ町要綱において、次の各号に掲げる用詣・の意♯は、当該各号に定め   

るところによる。   

（1〕 耐震診断  

予想される大地書に対して、建築物が耐手性能を保有しているかど  

うか判断するために行う調査で一般診断及び精密診断をいう。   

（2） 耐票改修計画・設計  

耐♯診断の結果、地♯に対して安全な構造でないと判定された建築  

物に対する耐震化基準を満足するために必要な設計（工事監理を含  

む。）をいう。   

（3） 耐震改修工事  

耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築  
物に対する耐震化基準を満足するために必要な工事（付帯工手を含  

む。〕をいう。   

（4） 木造建築物  

主たる構造が木材で建築されたもの。   

（5） 非木造建築物  

主たる構造が鉄骨や鉄筋コンクリート等の木材以外で建築されたも  

の。   

（6） 耐震化基準  

ア 非木造建築物の場合  

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方  

針〔平成1日年1月25日国土交通省告示罪1844号）、「建築物  

の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事  

項」第1に規定する構造耐震指標Is値がD．6以上を満足すること。  

イ 木造建築物の場合   



財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅耐震診断と補強方法」  

に規定する上部構造評点Iw値が1．0以上を満足すること。   

（7） 耐火建築物  

建築基準法（昭和25年法律第201号）第2粂第9号の2に定め  

るものをいう。   

（8） 準耐火建築物  

建築基準法第2条第9項の3に定めるものをいう。   

（9） 分譲マンション  

ニ以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年  

法律第69号。以下「区分所有法」という。）第2条第2項に規定する  

区分所有者をいう。）が存する建物で人の居住の用に供する専有部分  

（区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。）がある共同住  

宅をいう。   

（10） 賃貸マンション  

分譲マンション以外のマンションで居住目的の賃貸借の用に供す  

る共同住宅をいう。   

（11） 民間特定建築物  

建築物の耐震改修に関する法律（平成7年法律第123号。以下  

「耐震改修促進法」という。）第6条第3号に定める民間建築物をいう。   

（12） 緊急輸送道路  

東京都地域防災計画に定める緊急輸送道路ネットワークのうち、  

震災対策上重要な緊急輸送路で東京都耐震改修促進計画において位  

置付けられた道路をいう。   

（13） 地域防災協議会  

港区地域防災協議会等の育成に関する要綱（平成9年6月13日  

9港総防第27号）第2条第1号に定める地域防災協議会をいう。  

（助成の内容）  

第3条 耐震改修工事等の助成は、耐寮改修工事等の種類ごとに次の各号の助   

成金を交付することをもって行なうものとする。   

（1） 木造建築物の耐震化支援に関する事業  

耐震改修工事の経費に係る助成金   

（2） 非木造建築物の耐震化支援に関する事業  

ア 耐震改修計画・設計の経費に係る助成金  

イ 耐震改修工事の経費に係る助成金  

（3） 緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化支援に関する事業  

ア 耐震改修計画・設計の経費に係る助成金   



イ 耐震改修工事の経費に係る助成金  

（助成対象建築物）  

第4条 助成の対象となる建築物（以下「助成対象建築物」という0）は、次 ら   

のとおりとする。  

（1） 前条第1号の事業は、次に掲げるいずれにも適合するものでなけれ  

ばならない。  

ア 耐震化基準未満の木造建築物に対し、上部構造評点Iw値を1．■  

0以上とするために行う耐震改修工事であること。  

イ 港区木造住宅耐震診断事業実施要綱により耐廣診断の実施の委託  

を受けた者が行う判定又は港区建築物耐震診断助成要綱（平成8年  

6月5日8港都建第89号。以下「助成要綱」という。）第4条第2  

項に規定する機関が行う評定等を受けた耐震診断及び耐震改修工事  

であること。  

り 昭和56年5月31日までに建築確認を受けて建築した木造在来  

工法による2階建て以下の戸建て住宅（兼用住宅、長屋、共同住宅  

を含む。）であること。  

エ 原則として、建築基準法に適合しているものであること。  

（2） 前条第2号アの事業は、次に掲げるいずれにも適合するものでな  

ければならない。  

ア 耐震化基準未満の非木造住宅（長屋、共同住宅を含む。）の建築物  

に対し、構造耐震指標Is値を0．6以上とするために行う耐震改修  

計画・設計であること。  
イ 分譲マンション及び賃貸マンションにあっては、耐火建築物又は  

準耐火建築物であること。  

ウ 助成要綱第4条第2項に規定する機関が行う評定等を受けて、耐  

震改修計画・設計を行う建築物であること。  

エ 昭和56年5月31日までに建築確認を受けて建築した建築物で  

あること。  

オ 耐震改修促進法第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の  

計画の認定を受ける建築物であること。  

カ 原則として、建築基準法に適合しているものであること。  

（3）●前条第2号イの事業は、次に掲げるいずれにも適合するものでなけ  

ればならない。  

ア 耐震化基準未満の非木造住宅（長屋、共同住宅を含む）の建築物  

に対し、構造耐震指標Is値を0．6以上とするために行う耐震改修  

工事であること。  

イ 分譲マンション及び賃貸マンションにあっては、耐火建築物又は   



準耐火建詰物であること。  

ウ 助成要綱案4乗算2項に規定する機関が行う評定等を受けて耐震  

改修工事を行う建築物であること。  

エ 昭和56年5月31日までに建築確認を受けて建築した建築物で  

あること。  

オ 耐震改修促進法第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の  

計画の認定を安けた建築物であること。  

カ・原則として、建築基準法に適合しているものであること。  

（41 前条第3号アの事業は、次に掲げるいずれにも適合するものでなけ  

ればならない。  

ア 耐景化基準未満の緊急輸送道路の沿道の建築物（建築物の高さが  

前面道路の2分の1の値にその道路からの後退臣巨離を加えた値以上  

の建築物に限る。）に射し、構造耐震指標Is値を0．6以上とする  

ために行う耐震改修計画・設計であること。  

イ 緊急輸送道路の沿道の建築物で地上3階以上かつ延べ面積1，ロ  

ODT＃（幼稚園、保育園にあっては5ロOnf）以上であること。  

ウ 耐火建築物又は準耐火建築物であること凸  

工 分譲マンション・賃貸ヤンション又は民間特定建築物（木造を除  

く。）であること。  

オ 助成要綱第4条第2頓に規定する機関が行う評定等を受けて耐震  

改修計画・設計を行う建築物であること。  

カ 昭和56年5月31日までに建築確認を受けて建築した建築物で  

あること。  

キ 耐震改修促進法第B尭第3項の規定に基づく建築物Ⅵ耐＃改修の  

計画の認定を受ける建築物であること。  

ク 原則とLて、建築基準法に適合しているものであること。  

（5） 前条第3号イの事業は、次に掲げるいずれにも適合するものでなけ  

ればならない。  

ア 耐震化基準未満の緊急輸送道路の沿道の建築物〔建築物の高さが  

前面道路由2分のlの値にその道路からの後退距離を加えた値以上  

の建築物に限る。）に対し、構造耐震指標Is値を0，6以上とする  

ために行う耐震改修工事であること。  

イ 緊急輸送道路の沿道町建築物で地上3階以上かつ延べ面積1，□  

00Tポ〔幼稚園、保育園にあっては500r椚 以上であること。  

ウ■耐火建築物又は準耐火建築物であること。  

エ 分譲マンション・賃貸マンション又は民間特定建築物〔木造を除  

く）であること。  
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オ 助成要綱第4条第2頓に規定する機関が行う評定等を得て耐震改  

修工事を行う建築物であること。  

カ 昭和56年5月31日までに建築確認を受けて建築した建築物で  

あること。  

キ 耐震改修促進法第且乗算3項の規定に基づく建静物の耐震改修の  

計画の認定を葺ける建築物であること。  

ク 原則として、建築基準法に適合しているものであること。  

2 前項：の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成対   

象とLない。   

（1） 楠強コンクリートブロック造等の耐震診断方法のない構造のもの   

（2） 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類  

する団体が所有するもの   

（3） 既にこの要綱に基づき助成金の交付を受けたもの〔この要綱以外の  

要綱等に基づく同様の助成金をすでに交付されたもの又は受ける予定  

のものを含む．）  

3 助成対象建築物が区分所有法第1尭の適用を受ける場合は、区分所有者の   

集会の議決で耐震改修工事等の実施を決定することを要する。  

4 助成対象建築物が共同で所有される場・合は、共有者全員が耐震改修工事等   

の実施について合意することを要する。  

（助成対象者）  

第5粂 助成金の交付を受けることができる者は、助成対象建築物を所有する   

音叉は居住者とする。ただL、次の各号の建築物につtlては、当醸各号に掲．   

げる者とする。   

（1） 区分所有法第l尭の適用を受ける建築物 区分所有者の集会の議  

決で決定された代表者   

（2） 共同で所有する建築物 共有者全員によって合意された代表者  

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の  

交付を申請することができない。   

（1） 住民税を滞納している者   

〔2） 法人住民税を滞納している者   

（3） 前2号に掲げる者のほか、区長が不適当と認めるもの  

（助成の金宅削  

第6粂 助成金の額は、予算の範囲内において次の各号に掲げる額を基準に別   

表第1から算出した額と租税特別措置法（昭和32年法律第26号〕第41   

条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。  

（1） 第3粂第1号については、別表第1に掲げる金額と耐震改修工事を  

受託Lた施工業者の見積額を比較して、いずれか小さい額のものとす  
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る。   

＝‖ 第3乗算2号アについては、別表第1に掲げる金額及び耐震改修の  

計画・設計を受託した業者の見積額と、1rポ当たり1，000円を用  

いて算出し．た金額等を比較して、いずれか小さい額のものとす畠。   

（3） 第3条第2号イについては、別表第1に掲げる金額及び耐稟改修工  

事を受託した施工業者の見積願と、次に掲げる単価を用いて算出した  

金額とを比較して、いずれか小さい額のものとする。  

ア 住宅の場合は、1nf当たり32，600円  

イ 共同住宅で延べ面積1，000nf未満の場合は、1Ⅰ正当たり32．  

600円  

ウ 共同住宅で延べ面積1，000r正以上の場合は、1nf当たり47．  

300円   

く4） 第3集貫3号アについては、別表第1に掲げる金額及び耐震改修計  

画・設計を受粧した業者の見積額と、1Ⅰゼ当たり1．000円を用い  

て算出した金額等を比較して、いずれか小さい頼のものとする。   

（5） 第3集第3号イにつ11ては、別表第1に掲げる金額及び耐東改修工  

事を受託した施工業者の見積額と、1r＃当たり47，300円を用い  

て算出した金額等を比較して、いずれか小さい額のものとする。  

2 助成金の額に干円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるもの   

とする。  

3 助成金の交付に当たっては、あらかじめ第1項の特別控除の額を差し引い   

て、交付するものとする。  

（全体設計の承盲引  

幕7粂 第3集第3号による助成金の交付を安けようとする者は、当落耐廣改   

修工事が複数年鹿にわたる場合においては、初年度の助成申請前に、当苦衷耐   

震工事に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、全体設計の承認   

を受けるものとする。  

（助成申請手続）  

第呂条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事の着手前に、耐葉   

酸修工事等助成申請書（第1号様式）に別表第2に掲げる書類を添えて、区   

長に提出しなければならない。  

（助成決定及び通知）  

第9条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、   

助成することを決定したときは、耐震改修工事等助成決属領知書（第2号様   

式。以下「決定滴知書」という。〕により申請者に通知するものとする。  

2 区長は、前項の審査の結果、助成しないことを決定したときは、耐震改修   

工事等助成不承認通知書（第3号様式）により、申請者に通知するものとす  
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る。．  

（耐癌改修工事等の着手）  

第1D条 前条第1項の規定により助成の決定通知書を交付された者（以下「助   

成決定者Jという。）は、決定通知書を受領儲、速やかに耐需改修工事等に   

着手しなければならない。  

2 助成決定者は、耐震改修工事等に着手Lたときは、速やかに耐＃改修工事   

等着手届〔第4号様式）により、区長に届け出なければならない。  

〔耐震改修工事等の取りやめ）  

常11条 助成決定者は、事情により耐摩改修工事等を取りやめるときは、耐   

農改修工事等取りやめ届（第5号様式）により、区長に届け出なければなら   
ない。  

（耐震改修工事の中間検査）  

菓12条 助成決定者は、診断受託者又は評定等を受けた補強計画を作成した   

建築士による耐震改修工手の中間検査を受けなければならない白  

2 助成決定者は、中間検査を受けたときは、速やかに中間検査報告書（第6  

■  号様式）を区長に提出しなければならない。  
3 耐震改修の計画・設計の変更があった墟・合は、中間検査報告書と同時に耐震   

改修の計画・設計の報告書及び診断受託者が行う再判定又は助成要綱第4集常   

2頓に規定する機関が行う評定等を受けたことを証明する書類を区長に提出   

Lなければならない。  

（完了報告及び助成金交付申甜）  

第13条 助成決定者は、耐震改修工事等が完了したときは、耐震改修工事等   

完了報告書〔第7号様式。以下「完了報告書」という。）及び耐＃改修工事   

等助成金交付申請書（某日号様式。以下「交付申請書」という。）に、次に   

掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告及び申請しなければならない。   

（1） 耐震改修計画・設計の場・合  

耐震改修計画・設計報告書（耐震補強図面等）  

耐震改修計画・設計空音モ書（契約書）の写L  

耐廣改修計画・設計費用の支払額が証明できる書類の写し   

（2） 耐震改修工事の場合  

耐震改修報告書（工手写真等〕  

耐震改修工事受託幸（工事請負契約書）の写し  

耐震改修工事費用の支払額が証明できる書類の写し  

（3〕 その他区岳が必要と認める書痕  

（助成金の委付決定）  

第14条 区長は、完了報告書及び交付申請書を受理したときは、その内容を  
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下 T，汀「・－■   

審査し、助成決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、   

交付すべき助成金の額を確定し、耐震改修工事等助成金交付決定通知書（第   

9号様式。以下「交付決定通知書■上という。）により、助成決定者に通知す   
るものとする。  

（助成金の請求及び支払〕  

第15粂 交付決定通知書を受けた助成決定者は、耐廣改修工事等助成金請求   

書（第10号様式）により、区長に助成金の支払を請求しなければならない。  

2 区長は、前項の甜求に基づき助成金を支払うものとする。  

（助成金交付決定の取消し）  

第16粂 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに醸当するときは、助成   

金の交付決定を取り消すことができる。   

〔1） 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。   

（2） 助成金を他の用途に使用したとき。   

〔3〕 法令又はこの要綱m規定に違反したとき。   

（4） 書冊により耐震改修工事等を取りやめたとき。  

2 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消したときは、耐震   

改修工事等助成金交付決定取消通知書〔弟11号様式）により、助成決定者   

に通知するものとする。  

（助成金の返還）  

第17条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合にお   

いて、既に助成金が支払われているときは、期隈を定めてその返還を命じる   

ものとする。  

〔違約加井金及び延滞金）  

第18桑 折粂の規定により助成金の返還を命じられたものは、当膀命令に係   

る助成金町受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の頓につき   

年10．95％の割合で計算した違約金を納付しなければならない。ただし、   

違約金の額が、1口0円未満のときは、その金額を切り捨てるものとする。  

2 前条の規定により助成金の返遺を命じられたものは、返還金を納付期限ま   

でに納付しなかったときは、納期の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、   

その未納付額につき年10．95％の割合で計算した延子帯金を納付しなけれ   

ばならない。ただL、延滞金の額が、100円未満のときは、その金額を切   

り捨てるものとする。  

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても35   

6日当たりの割合とする。  

〔違約加算金の計算）  

弟1g尭 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項  

8   



の規定を適用については、当該返還を命じた額に相当する助成金は、最後の   

受領日に受領したものとし、当該返還金を命じた額がその日に受領Lた額を   

超えるときは、当吉真返還を命じた頓に順次さかのぽりそれぞれ受領日におい   

て受領したものとする。  

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成決   

定者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金   

額は、まず当該返遭を命じた助成金の額に充てるものとする。  

〔延滞金の計算）  

第20尭 第18集貨2項の規定により延滞金の納付を命じた場合においては、   

返還を命じた助成金の未納付額の－部が納付されたときは、当該納付の目の   

翌日以降の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるペき未納付金は、その納   

付金額を控除した額とする。  

〔報告）  

第21集 区長は、助成決定者に対して、耐震改偉工事等に関する書十画・投打   

又は施工の状況に関する報告を求めることができる。  

〔権利譲渡の禁止）  

第22集 助成決定者は、助成金を受ける権利を第三者に譲渡L、又は担保に   

供してはならない。  

〔地域防災活動への協力）  

第23条 第3条の助成を受けたものは、地域防災協議会への加入に努めるも   

のとする。  

（その他）  

第24条 この要用に定めるもののほか必要な事項は市境・衝づくり支援部長   

が別に定める。  

付 則   

この要綱は、平成20年12月19日から施行する。  
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別記  

耐震改偲工事等助成申請書〔弟1号様式）  

耐震改修工事等助成決定通知書（第2号様式）  

耐震改修工事等助成不承認通知書〔帯3号様式）  

耐震改修工事等着手届（第ヰ号様式）  

耐震改修工事等取りやめ届（第5号様式）  

耐震改修工事中間検査報告書（第6号様式）  

耐震改修工事等完了報告書（弟7号様式）  

耐震改修工事等助成金交付申請書（第日号様式）  

耐＃改修工事等助成金交付決定通知書（第9号様式）  

耐書改修工事等助成金請求書（第1D号様式〕  

耐＃改修工事等助成金交付決定取消通知書〔第11号様式）  
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別表第1〔第3粂・第4条・第6条関係）  

助成の内容  

建築物の用途  
耐震改修計画・設計  

木  住   宅  

造  
長屋・共同住宅  

‾「 耐震改修工≡d  

住宅・長屋  る費用の2分の1か  

つ助成限度額50万円   

改修工事に要する費用  

の2分の1かつ助成限  

共  
改修計画・設計に要す  

る費用の2分のlか  

つ助成限度200万円  

改修工事に要する費用  

同 住 宅   の2分の1かつ助成限  

度額3000万円  

l  

分譲マンション  

産額Tロ00万円  

改修計画・設計に要す   

華蓑      叩  
助成限度額200万円  

改修工事に要する費用  

民Ⅶ特定建築物       〔マンションを  の3分の2かつ助成限  

度額3000万円   

〔傭考〕1 同一敷地内に耐震改修工事の助成対生となる建築物〔エキスパンションジョ  

イントで接続された建物を含む。〕が複数ある場合において同時に耐震計画・  

設計及び耐震改修工事を実施するときは、2棟分までの建築物に対Lて助成す  

る。この場合、助成額の算出については棟ごとに別表弟1を適用する。  

2 別表第1は、助成の対象となる建築物の用途の床面積の合計が、延べ面積の  

7／10以上である場合に適用する。  

3 用途が複数ある建築掛こついては、7／10以上の床面積を占める用途の助  

成の内容を適用する。それぞれの用途が7／10に満たない壌・合は、それぞれ  

の建築物の用途における助成金の内容を比較して最も少ない額とする。  

5 耐震改修工事等に要した費用には、評定等手数料及び消費税を含む。  
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別表第2（第8粂関係）  

1耐震改修の計画・設計に関する申請書に添付する書帯  

（1〕 当該建築物の確認通知書の写し  

（2） 当該建築物の検査済証の写L  

（3） 上記1又はヱの書類が無い場合は、建築確儒年月日又は建＃♯工年月日が確冊で  

きるもの  

〔4） 当該建築物の登記事項証明書又は権利■の写し（区分所有建築働等にあっては、  

代表者を含む役旦のもの）  

（5〕 申請者が法人である場合は、当該法人の商業登記簿謄本  

〔6） 当該建築物が区分所有建築物である親告は、区分所有者町集会で耐よ改修の計画・  

設計の実施及び助成金中計について♯成であることが分かる酷議書  

（7〕 当該建築物が♯有建築物である場合は、耐震改修の計画・設計の実施及び助成金  

申恥こついて共有者全且が同意していることが分かる書輯  

〔畠1 区分所有♯築物である場合は、申請者が区分所有者によって合音された代表者で  

あることが分かる■類  

tg〕 共有♯♯物である場合は、申冊者が共有者によって合意された代表者であること  

が分かる書類  

（10）田届書及び判走書又は評定書尊の写し  

（111中計者の前年度の住民税納税証明書又は法人住民税納税在朝書  

（12）当該建築物の耐震改修の計画t設計に関する見積書  

（13）耐♯改♯・計画設計に関する業務の工程表   

2 耐震改修工事に関する申請書に添付する書類  

（1） 建築確韓年又は建築竣工年が確簸できるものであって、次に掲げるいずれかの書  

類。  

ア 確認通知書の写し  

イ 登記事項証明暮  

ウ 権利書の写し  

エ 最新の固定資産税納税通知書（陳税明細書を含む。）  

〔2） 耐震改修工事に関する契約書の写し〔工事見積書を添付）  

＝＝ 申請者の住民票の写し  

（4） 聾藤原票記載事項班明暮（外国人の場合に限る。）  

（5〕 認定書及び判定書又は評定書等の写し  

（6〕 申請者の前年度の住民税納税証明書又は法人住民税納税証明書  

（7） 建築物所有者の同意書（申請者が建築物所有者でない場合に限る。）  

（8〕 耐♯改修工事に関するエー工程表  

（9〕 その他区長が特に必要と諌めた書類  

1皇   


